
 世帯収入（所得）については、次の１又は２により判定します。 

 また、３の控除要件に該当する者がいれば３により判定します。 

 

１ 世帯収入（所得）要件については、次のとおりとします。 

（１）世帯全員の収入が給与収入のみ

の場合 

（２）世帯員の収入に給与収入以外の収

入がある場合 

世帯全員の収入の合計額が５５０万

円以内 

世帯全員の所得の合計額が３９０万円以

内 

 

２ 世帯の中に２３歳未満の被扶養者がいる場合の世帯収入（所得）要件については、 

次のとおりです。 

扶養親族数 
（１）世帯全員の収入が給与

収入のみの場合 

（２）世帯員の収入に給与収入

以外の収入がある場合 

１人の場合 
世帯全員の収入の合計額が

６００万円以内 

世帯全員の所得の合計額が４３

０万円以内 

２人の場合 
世帯全員の収入の合計額が

６５０万円以内 

世帯全員の所得の合計額が４７

０万円以内 

３人以上の場合 
世帯全員の収入の合計額が

７５０万円以内 

世帯全員の所得の合計額が５６

０万円以内 

 

３ 世帯の中に次の控除要件を満たす者がいる場合は、その世帯の所得を次のとおり 

控除します。 

  なお、世帯収入が給与収入のみの場合は、世帯収入（所得）要件を１の（２）及び 

２の（２）により算定します。 

控除要件 控除額 

（１）満７０以上の者がいる場合 

世帯全員の所得の合計

額から１人当たり１０

万円所得を控除する 

（２）障がい者 

以下のいずれかの要件を満たす者がいる場合 

ア 身体障害者手帳の３級～６級に該当するとき 

イ 療育手帳のＢ１又はＢ２に該当するとき 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の２級又は３級に該当

するとき 

世帯全員の所得の合計

額から１人当たり２７

万円所得を控除する 

（３）特別障がい者 

以下のいずれかの要件を満たす者がいる場合 

ア 身体障害者手帳の１級又は２級に該当するとき 

イ 療育手帳のＡ１又はＡ２に該当するとき 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の１級に該当するとき 

世帯全員の所得の合計

額から１人当たり４０

万円所得を控除する 

 

 


